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令和7年分決算説明会・消費税など
の説明会の開催
　青色申告の登録をされている方へ
確定申告の決算や消費税などの説明
会を行います。
1営業所得がある方
●日時 11月27日㊍ 10：00 ~ 11：30
●場所 大田原商工会議所 3 階会議室
2農業所得がある方
●日時 12月1日㊊ 14：00 ~ 15：30
●場所 那須塩原市商工会 2 階大会議室

【共通事項】
●定員 20 名（先着順・事前予約制）
●申込方法 1営業日前の17：00まで
に大田原税務署へ電話で申し込み
※開催会場への直接のお問い合わせは

ご遠慮ください。また、会場の駐車場
は台数に限りがありますので、なる
べく公共交通機関をご利用ください。

問申大田原税務署　
０２８７‒２２‒３１１８

　期間最終日の 11 月 25 日は「女性
に対する暴力撤廃国際日」に定めら
れています。
　配偶者などからの暴力、性犯罪・
性暴力、ストーカー行為、売買春、
セクシュアルハラスメントなどの暴
力は、重大な人権侵害であり、男女
共同参画社会を形成していく上で克
服すべき重要な課題です。女性に対
する暴力の問題やパートナーシップ
について考えてみましょう。
●相談窓口
▶こども支援課　本３階

０２８７‒２３‒８７９２
▶大田原警察署

０２８７‒２４‒０１１０
▶とちぎ男女共同参画センター相談ルーム

０２８‒６６５‒８７２０
▶ＤＶ相談ナビ（短縮ダイヤル）

# ８００８
▶ＤＶ相談プラス

０１２０‒２７９‒８８９
問政策推進課　本６階

０２８７‒２３‒８７１５

　法務省と全国人権擁護委員連合会
では、世界人権宣言が採択された12
月10日を「人権デー」と定めています。
また、毎年「人権デー」を最終日とす
る1週間（12月4日 ~ 10日）を「人権週
間」と定め、この日を中心として全国
的な啓発活動を行っています。
　大田原人権擁護委員協議会では、
特設人権相談所を開設します。
●日時・場所 12 月 3 日㊌
▶生涯学習センター 10：00 ~ 12：00
▶佐良土多目的交流センター 13：00 ~ 15：00
▶黒羽・川西地区公民館 10：30 ~ 12：00
※事前予約は不要です。
●相談内容 いじめ、暴行・虐待、
ハラスメントなど人権に関すること
※相談は人権問題に詳しい人権擁護

委員が担当しますので、安心して
ご相談ください。

問政策推進課　本６階
０２８７‒２３‒８７１５

　スマートフォンやタブレットの操
作方法、アプリの使い方、各種設定
など、日常で困っている IT に関す
るお悩みを気軽にご相談いただける

「IT なんでも相談所」を開設します。
●日時・場所 各回 9：00 ~ 12：00

開設日 場所

11月11日㊋ 黒羽庁舎

11月25日㊋ 大田原西地区公民館

12月4日㊍ 湯津上庁舎 106・107会議室

12月22日㊊ 野崎地区公民館

1月7日㊌ 市役所本庁舎1階 103会議室

1月21日㊌ 金田南地区公民館

※上記の時間内でご都合の良い時間
にお越しください。

●対象者 どなたでも（申し込み不要）
●費用 無料
●その他 一般社団法人おかえり集学
校（片田集学校）の講師が対応します。
問情報政策課　本６階

０２８７‒２３‒８９５９

❷確定申告会場におけるパソコン入
力補助
●勤務場所 大田原税務署
●勤務日数 ㊊ ~ ㊎のうち週 5 日程
度（㊗を除く）
●勤務時間 8:30 ~ 16：30のうち、5
時間 ~ 5時間30分（休憩1時間）
●時給 1,180 円 ~ 
問申大田原税務署

０２８７‒２２‒３１１５
※自動音声案内の後【2】を押してく

ださい。

年末調整説明会の開催
　　

　令和7年度税制改正により、所得
税の「基礎控除」や「給与所得控除」に
関する見直し、「特定親族特別控除」
の創設が行われました。本改正によ
り、年末調整など12月以後の源泉徴
収事務に変更が生じるため、法人や
個人事業主などの源泉徴収義務者の
皆さまに対して年末調整説明会を開
催します。
●日時 11月18日㊋ 14：00 ~ 15：30

（受付は13：30から）
●場所 トコトコ大田原 3階視聴覚室
●定員 80名（先着順・事前予約制）
●講師 大田原税務署 法人課税部門
担当者
●申込方法 11月11日㊋までに大田
原法人会へ FAX で申し込み
※申し込みの際は、氏名・事業所

名・電話番号をご記載ください。
問申公益社団法人 大田原法人会

０２８７‒２３‒４８０２
０２８７‒２２‒５９８５

「税を考える週間」
～これからの社会に向かって～
　国税庁では、毎年 11 月 11 日 ~ 17
日を「税を考える週間」と定め、各
種の広報・広聴活動を行っています。
　大田原税務署では、期間中に「税
についての作文（中学生・高校生）」
の優秀作品をパネル展示にて紹介し
ます。
●期間 11 月 11 日㊋ ~ 17 日㊊
●場所 大田原税務署、大田原県税
事務所、那須塩原市役所、各金融機
関、図書館、トコトコ大田原、東武
宇都宮百貨店大田原店
問大田原税務署

０２８７‒２２‒３１１５
※自動音声案内の後【2】を押してく

ださい。

くらし

「IT なんでも相談所」を開設します11月12日㊌ ~ 25日㊋は「女性に対す
る暴力をなくす運動」実施期間です

人権週間における相談所開設
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　システムメンテナンスのため、下
記のサービスを一時停止します。ご
不便をおかけしますが、ご理解とご
協力をお願いします。
●サービス停止日 11 月 21 日㊎ ~ 26 日㊌
※11月27日㊍ 6：30再開予定です。
● 対 象 サ ー ビ ス ▶ コ ン ビ ニ 交 付
サービス▶本庁舎 2 階「かんたん窓
口・証明書交付サービス」
●対象となる証明書 ▶住民票の写
し▶印鑑登録証明書▶所得証明書▶
住民税決定証明書
問情報政策課　本６階

０２８７‒２３‒８９５９

　立地適正化計画は、居住機能や医
療・福祉・商業、公共交通などの都
市機能の誘導により、都市全域を見
渡し、持続可能な都市構造を目指す
包括的なマスタープランです。
　本計画は令和 2 年 3 月に策定し
ましたが、新たに気候変動の影響に
より頻発・激甚化する自然災害への
対応として、災害リスクを踏まえた
防災まちづくりの目標を設定し、災
害に強いまちづくりを進めるため、
都市の防災に関する機能の確保に関
する指針（防災指針）を定めるにあた
り、市民の皆さまのご意見を伺うた
めの説明会を開催します。
●日時 11月19日㊌ 18：00 ~ 19：00
●場所 市役所本庁舎１階 101 市民
協働ホール
問都市計画課　本５階

０２８７‒２３‒８７１１

　国土利用計画法に基づく令和 7
年地価調査価格（令和 7 年 7 月 1 日
時点）は、都市計画課、湯津上支所、
黒羽支所、市HPで閲覧できます。
問都市計画課　本５階

０２８７‒２３‒８７１１

　都市計画を変更するにあたり、都
市計画の案を縦覧します。ご意見の
ある方は、縦覧期間中に意見書を提
出することができます。提出された

意見書の要旨は、都市計画審議会に
提出されます。
●都市計画の案 大田原都市計画区
域の整備、開発および保全の方針 ( 大
田原都市計画区域マスタープラン )
●対象となる区域 大田原市の一部

（旧大田原市）
●縦覧期間・意見書提出期間 11月21
日㊎ ~ 12月5日㊎
●縦覧場所 都市計画課、栃木県都市
政策課、栃木県大田原土木事務所
●意見書の提出方法 意見書に住所、
氏名、生年月日、職業、意見の趣旨
およびその理由を明記して、提出期
間内に下記に持参、郵送または栃木
県電子申請システムにより提出
問申都市計画課　本５階

０２８７‒２３‒８７１１
問申栃木県都市政策課

０２８‒６２３‒２４６５
問申栃木県大田原土木事務所

０２８７‒２３‒５８８２

　古い灯油は、正しく燃焼せず暖房
機器のトラブルや健康被害の原因に
なることがあります。大変危険です
ので、絶対に使用しないでください。
　ご家庭に古い灯油がある場合は、
ガソリンスタンドやホームセンター
などの灯油販売店に引き取りを依頼
してください。店舗によっては、引
き取りをしていない場合や、引き取
りに費用がかかる場合があるため、
事前に店舗に確認をしてください。

【広域クリーンセンター大田原には
持ち込めません】
揮発油類、灯油類、軽油類は、特別
管理廃棄物に指定されており、一般
廃棄物として処分できません。その
ため、広域クリーンセンター大田原
では引き取りができません。

【ごみステーションには絶対に出さ
ない】
もやせるごみの袋から灯油と思われ
る液体が飛散し、収集作業員に健康
被害が出る事故が発生しました。布
や紙にしみこませて出すことも、酸
化熱の蓄積による発火の恐れがあり
危険ですので、ごみステーションに
は絶対に出さないでください。

【下水や川に流したり、土に埋めな
い】
灯油は簡単には自然分解されず、環
境汚染を引き起こします。また、気

化した灯油が火災の原因となります
ので、みだりに捨ててはいけません。
問生活環境課　本２階

０２８７‒２３‒８７０６

　下水道は、皆さまが使用した汚れ
た水をきれいにするための施設で
す。快適な生活環境を維持するため
に、正しく使いましょう。

【トイレ】 水に溶けない紙や紙おむ
つ、異物を流さないでください。

【台所】 油や野菜くず、残飯は流さ
ないでください。油は冷え固まると
詰まりの原因となります。

【グリーストラップを設置している店舗】
グリーストラップの清掃が不十分で
下水道本管が詰まる事故が発生して
います。本管が詰まると、その近隣
の方の排水も流れなくなります。清
掃には多額の費用が掛かり、原因者
が特定できる時にはその費用を請求
することがありますので、適正な維
持管理をお願いいたします。
問上下水道課　本５階

０２８７‒２３‒８７１２

●日時 ❶11月6日㊍ ~ 8日㊏の1日
❷11月27日㊍ ~ 29日㊏の1日
※各日 9：00 ~ 17：00に実施します。
●場所 旧黒羽町内国有林
※河川や水源、道路には散布しません。

【豚熱について】 豚熱はイノシシと豚
のみに感染し、人には感染しません。

【経口ワクチンについて】 トウモロ
コシが主原料で、触れても安全上問
題ありません。

【死亡したイノシシについて】 触らず
に農林整備課までご連絡ください。
問栃木県畜産振興課

０２８‒６２３‒２３５２
問農林整備課　本４階

０２８７‒２３‒８８１３

　令和 6 年 4 月 1 日から、相続に
よる不動産の名義変更（相続登記）が
義務になりました。
　相続登記義務化に伴い、法務局、
司法書士、土地家屋調査士が連携し
て、相続制度、遺言制度および土地
の境界についての無料講演会と相談

都市計画の案（県決定）の縦覧

大田原市立地適正化計画の改定説明会

地価調査価格の閲覧

～相続登記はお済みですか～
相続・遺言に関する講演会＆相談会

古い灯油の処分方法

各種証明書の「コンビニ交付サー
ビス」および「かんたん窓口・証明
書交付サービス」の一時停止

豚熱拡散防止の経口ワクチンの空
中散布を行います

下水道を正しく使いましょう
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　生涯学習の振興と市民の皆さまの
生涯学習への意欲向上を目的とし、
ふれあい生涯学習フェスティバルを
開催します。詳細は市HPをご覧くだ
さい。
●日時 12月6日㊏ 10：00 ~ 15：00
●場所 生涯学習センター
●内容 ▶市内生涯学習団体などによ
る作品や活動内容の展示▶活動体験の
ワークショップ▶ダンス、楽器演奏な
どのステージ発表▶なつかしい映画観
賞▶バルーンアート▶キッチンカー
問生涯学習課　本４階

０２８７‒２３‒２１００

人材データ【輝きバンク】 さまざま
な分野で知識や技能を身に付けてい
る方、地域で活躍している団体を登
録しています。学校や地区公民館な
どで行われる講座やイベントの講師
を紹介しています。

【自主グループ・サークル・団体ガイドブック】
地区公民館などを利用し、定期的に
活動している団体の情報を紹介して
います。

【学びガイド】 市内で開催されている
講座・教室、イベント、施設情報を紹
介しています。
※生涯学習課で配布、各地区公民館

または市HPで閲覧できます。
※「輝きバンク」などに登録したい

方、登録情報を詳しくお知りにな
りたい方は、生涯学習課にお問い
合わせください。

問生涯学習課　本４階
０２８７‒２３‒２１００

1テーマ展「アジア・太平洋戦争終
戦 80 年記念展～演習場、飛行場、
そして戦争の記憶…」の開催
　アジア・太平洋戦争終戦から80年
となる節目を記念し、かつて市内に
あった軍事施設の歴史や地元ゆかり
の資料を紹介します。
※好評につき、会期を延長します。
●日時 11 月 24 日㊊まで
9：00 ~ 17：00（最終入館16：30）
●場所 那須与一伝承館

●費用 300 円（中学生以下および身
障者手帳などをお持ちの方とその介
助者 1 名は無料）
●休館日 毎週㊊（11 月 24 日㊊は翌
平日休館）
●展示資料 ▶手記（個人提供）▶プ
ロペラ（個人所蔵）▶焼

し ょ う い だ ん か く

夷弾殻（個人
所蔵）▶戦時中の通信簿（個人所蔵）
▶戦時中の雑誌（個人所蔵）ほか。
2「関連企画」展示解説
　担当学芸員がご案内します。
●日時 11月24日㊊ 13：30 ~ 14：20
●場所 那須与一伝承館 展示室
●費用 無料（ただし高校生以上は別
途入館料 300 円）
問那須与一伝承館

０２８７‒２０‒０２２０

●日時 11月22日㊏ ~ 24日㊊ 9：00 ~ 16：00
※24日㊊は15：00までとなります。
●場所 那須野が原ハーモニーホール
第 1・2 ギャラリー
●費用 入場無料
●展示品 日本画、水彩画、色紙画、洋
画、書道、写真、竹工芸、彫刻、陶芸、華
道、版画、トールペイント、切り絵など
問文化振興課　本４階

０２８７‒２３‒３１２９

　北マケドニア・台湾・フランスか
ら招いた芸術家と日本の協力作家が
8 月に制作した作品を展示します。
　また、芸術講座受講生の作品も併
せて展示します。
●日時 11月8日㊏ ~ 16日㊐ 10：00 ~ 16：00
●場所 芸術文化研究所
●費用 入場無料
問芸術文化研究所

０２８７‒５９‒０００４

会を開催します。
●日時 11月15日㊏ 10：00 ~ 15：00
●場所 栃木県青年会館コンセーレ

（宇都宮市駒生 1-1-6）
●費用 無料（要予約）
●申込方法 11月7日㊎までに宇都宮
地方法務局へ電話で申し込み
※詳細は宇都宮地方法務局HPをご覧

下さい。
問申宇都宮地方法務局

０２８‒６２３‒０９１１

　不要になった公有財産を売却します。
●参加申込み期間
10月31日㊎ 13：00 ~ 11月17日㊊ 14：00
●入札期間 12月2日㊋13：00 ~ 9日㊋ 13：00
※詳細は、市 HP または KSI 官公庁

オークションHPをご覧ください。
問総務課　本６階

０２８７‒２３‒８７９５

●閲覧・意見募集期間 11月5日㊌ ~ 28日㊎
●閲覧場所 市 HP（11月5日㊌公開）、
政策推進課、湯津上支所、黒羽支所
※窓口では、平日8：30 ~ 17：15に閲

覧できます。
●意見を提出できる方 ▶市内在住、
在勤、在学中の方▶市内に事務所や事
業所を有する方▶市に納税義務のあ
る方▶本計画案に利害関係のある方
●提出方法 所定の用紙または任意
の用紙に「大田原市過疎地域持続的
発展計画（案）意見提出書」と記載し、
住所、氏名、連絡先を明記の上、郵送、
FAX、メールまたは閲覧場所へ直接
提出（郵送は11月28日㊎消印有効）
※電話など口頭による意見の提出は

出来ません。
●意見の取扱い 提出された意見は、
これに対する市の考え方を後日公表
します。個々の意見に対して個別回答
は行いません。提出者の氏名その他個
人情報は公表しません。また、募集の
趣旨に直接関係ない意見については、
取扱いしません。
問政策推進課　本６階

０２８７‒２３‒８７０１
０２８７‒２３‒８７４８
seisakusuishin@city.ohtawara.tochigi.jp

公有財産を売却します

市HP 官公庁HP

文化・教養

令和 7 年度ふれあい生涯学習フェ
スティバル開催

生涯学習情報誌のご案内

那須与一伝承館からのお知らせ

第40回記念大田原文化協会美術展
開催

作品名 山海経 - 博 　/
Shan Hai Jing-Hakui
作者 楊
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大田原市過疎地域持続的発展計画（案）
に関するパブリックコメントの募集

第7回アーティスト・イン・レジデ
ンス展開催
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